
 

 

 

将来の生活について一緒に考えていきましょう 
キャリア支援部では、児童生徒の皆さんと保護者の方が、将来の進路選択や社会参加を考える際の参

考にしていただけるよう、「進路だより」を通じて進路に関する様々な情報を提供していきます。今年

度は、学部ごとにタイムリーな「進路だより」も発行します。全学部の保護者の方にお読みいただき、

お子様の将来を考えていただく上での参考にしていただければと思います。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

大きく３つの方向が考えられます。 

障がい福祉サービスには、医療面や生

活面の支援もあれば、就労に向けた支

援もあります。お子様に合ったサービ

スを上手に利用して、充実した生活を

考えられるとよいと思います。 
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～ 未来へはばたくみなさんへ  ～ 

障がい福祉サービスを利用する 

障がい福祉サービスにはどんなものがあるの？ 
 何がちがうの？ 
どこを選べば 
いいの？ 

★障がい福祉サービスには、療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、
就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型があります。当校の卒業生が主に
利用しているのは、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、生活介護です。 

 
 

・身辺処理がひとりでできる。 

・自分の意思を相手に伝えられる。 

・与えられた仕事を完成できる。 

・毎日休まずに自主通勤ができる。 

 

 

 

 

・介護が必要。 

・充実した毎日を過ごしたい。 

 

 

 

 

・身辺処理がひとりでできる。 

・与えられた仕事を完成できる。 

 

 

 

 生活介護 

日常生活や機能訓練をはじめ、

創作活動や生産活動の支援を 

受け、活動します 

日中に、入浴、排せつ、食事の

介護等を受けるとともに、様々な

活動に取り組みます。１日の生活

の中で軽作業や余暇活動（運動や

音楽活動、創作活動など、様々な

レクリエーション）にも取り組ん

でいます。 

◎お給料は？ 
作業分のお金を工賃としても

らえる事業所もありますが、義務

付けはされていません。 

就労継続支援Ａ型 

一定のお給料をもらい、 
能力を活かして働けます 

雇用契約を結んで働くため、最

低賃金が保障されます。就労に必

要な知識及び能力向上のための

訓練を行いながら一般就労を目

指します。施設外就労を取り入れ

ている事業所が多いです。 

◎お給料は？ 

働く時間は、事業所にもよりま

すが、１日４時間～６時間のとこ

ろが多く、社会保険にも入ること

ができますので、手取り月 6万～ 

１０万くらいになるところが多

いです。 

 

 

 

 

 

 

 

※就労移行支援は、一般就労をするために必要な力を身に付けるトレーニング等、就職活動サポートを受けられる

サービスです。雇用契約ではありませんので、お給料は支払われません。利用期間は原則２年間です。 

 

 

 

就労継続支援Ｂ型 

作業分のお金をもらいなが
ら、比較的自由に働けます 

雇用契約を結ばずに自分のペ

ースで働くことができます。就労

の機会等を通じ、生産活動にかか

る知識及び能力の向上や維持を

目指します。また、集いの場とし

て様々なレクリエーションにも

取り組みます。 

◎お給料は？ 

作業分のお金を工賃としても

らいます。月１万～２万くらいに

なるところが多いです。 

 

 

 



◆一般就労について◆ 

 当校の高等部を卒業し一般就労を目指す場合、「一般企業の障がい者雇用枠」を利用し就労する場合と

「特例子会社」に就労する場合が考えられます。 

※障がい者雇用枠：民間企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている、従業員全体に対する障

がい者の雇用率（法定雇用率）というものがあります。民間企業の法定雇用率は、

現在２．５％です。これは従業員を４０人以上雇用している事業主に対して適用さ

れます。２０２６年７月に法定雇用率が２．７％に引き上げられるため、雇用義務

のある民間企業は今より増え、従業員を３７．５人以上雇用するすべての民間企業

が雇用義務の対象となります。 

※特例子会社とは・・ 

 障がいのある人が働きやすいよう、合理的配慮に関する知識を備え労働環境を整えている会社を指し 

ます。厚生労働大臣から特例子会社として認定された会社は、障がいのある人を５人以上、全従業員中 

20％以上の割合で雇用する等、一定の要件を満たす必要があります。 

【西濃圏域にある特例子会社の紹介】 

事業所名 所在地

株式会社ＯＫＢパートナーズ 大垣市

イビデンオアシス株式会社 大垣市

二甲株式会社 垂井町

株式会社サン・シング東海 大野町

ナブテスコリンク株式会社 垂井町 農作物の生産・販売、名刺作成・印刷業務、書類等の保管・ＰＤＦ化等

事業内容

定型的な事務業務及びノベルティの創作業務、書類等の保管・受発送・

ＰＤＦ化等

イビデンの中央事業場や青柳事業場の清掃、グループ会社を含む設備関

連の紙文書の電子化、事務支援、オリジナルグッズ製作、農園芸等

プラスチック製品の加工（パッキンの取付け作業、台車のキャスター取

付け等）

寝具類の製造加工、寝具類の丸洗い洗濯、羽毛布団のリフォーム等

 

◆一般企業の障がい者雇用と特例子会社の違いは？◆ 

一般企業の障がい者雇用と特例子会社とで、雇用形態や業務内容において制度上の違いはありません。

ただし、一般企業の障がい者雇用枠の中で働く場合、職場には障がい者ではない方も数多く働いていま

す。その一方で、特例子会社は障がい者の方を雇用することを目的とした会社のため、職場で働く障が

い者の方の数が多い傾向にあり、障がいのある方が働きやすい環境が整っています。障がいのある方に

とって、特例子会社のほうが個人の事情などによる働き方の変化や、予想外の状況が発生したケースに

おいても対応しやすいと考えられます。 

 


